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有害ごみの出し方
　蛍光管、乾電池、水銀体温計、温度計などは、中が確認できるよ
うに透明な袋に入れ、「燃えないごみ」とは分けて出してください。

燃えるごみの減量化
　生ごみをひとしぼりすると、市全体の燃えるごみの約１０パーセン
トが減量化されます。水分をよく切って捨てましょう。

事業所でのごみの減量化、資源化
　会社や工場、商店などの事業所から出る再生可能な紙類を分別し、
ごみ収集許可業者や古紙業者にお出しください。

ごみ収集カレンダー
　市役所や市内各公共施設の窓口で配布しています。また、市ホー
ムページにも掲載しています。種類が分かれていますので、自分の
地域のカレンダーをご確認ください。
※家庭ごみは、収集日の朝８時までに出してください。事業系のご
みは、家庭ごみの集積所には出せません。

ごみ分別アプリ「さんあ～る」
　ごみ収集日の通知や分別方法の検索などができる、ごみ分別アプ
リ「さんあ～る」の登録・利用方法は、市ホームページをご覧くだ
さい。

　市民の皆さんにごみの分別をお願いし、ビン、カン、紙類、布類、ペ
ットボトルなどの分別収集を行っています。
　家庭や事業所から出される燃えるごみには紙・布類が多く含まれ
ていますので、分別に一層のご協力をお願いします。

物環境リサイクル課☎奮２３４

紙類の出し方

段ボール…１メートル四方以下にたたんで、ひもで十字にしばる。
新聞紙（広告を含む）、雑誌、書籍…ひもで
十字にしばる。
雑紙類（包装紙、封筒、菓子の外箱など）…紙
袋などに入れて、ひもで十字にしばる（ビニ
ール類、銀紙、ゴム類は除く）。
牛乳パック…洗浄、開封、乾燥させてからひ
もで十字にしばる。
シュレッダーした紙類…透明・半透明の袋に
入れる（シール、ビニール、カーボン紙など
は混入させない）。
※資源にならない紙類（燃えるごみに出して
ください）
油などで汚れているもの、カーボン紙、写真、紙コップなどの
ワックス加工品、香料の強いもの、ビニールコート紙、酒類の
パック、シール類など。

布類の出し方

必ず、透明、半透明の袋に入れて出してくだ
さい。
※資源にならない布類（燃えるごみに出して
ください）
汚れたもの、濡れたもの、不衛生なもの、ぬ
いぐるみ、ペットに使用したもの、まくら、
ふとん、敷物、ざぶとんなど。

①投書用紙・郵送用封筒での投書
　市内の公共施設やコンビニエンスストアなどに設置している、投
書用紙に市政についての意見・提案と必要事項を記入し、次の方法
で投書してください。※設置場所は、市ホームページをご覧くださ
い。
・投書箱　市内公共施設に設置している投書箱に投書してください。
・郵送　秘書広報課へ送付してください。
　※備え付けの郵送用封筒は切手不要
・ファクス　鯖９９５－７３６７へ送信してください。　
②電子メールでの投書
　市ホームページへアクセスし、「市民の声ボックス送信画面」か
ら送信してください。
―①②共通―� �
　市民の声ボックスで回答を希望する場合は、必要事項（住所、氏
名、回答方法（電子メールまたは郵送）、電子メールで回答を希望
する場合はメールアドレス）を記載してください。� �
※必要事項がすべて記載されていない場合は、個人の特定ができな
いため、回答できません。

表１　令和２年度の投書内容
項　目 件数

新型コロナウイルス感染症関連全般 １52
学校教育・給食、学校の対応など 76
公共施設の整備および管理運営など 39
まちの景観、住環境、空き家など 3８
公園の管理・整備など 32
その他 2４5

合　計 5８2

表２　�令和２年度の市民の声ボックスへの提案・要望等に対しての主な施
策・事業の実施状況
提案・要望があった事業 提案・要望で実施した事業内容

庁舎正門側出入口の車両飛び出し
対策について

正門前の一時停止標識をより視認しやす
い位置に移動しました。
また、停止線および「止まれ」の道路標示
の補修を行いました。

市税などの支払い方法の拡充につ
いて

スマートフォン決済アプリにて市税など
の支払いが可能となりました。

道路照明灯不点の修繕について 道路照明灯の修繕を実施しました。
水道料金の支払い方法の拡充につ
いて

スマートフォン決済アプリにて水道料金
の支払いが可能となりました。

新型コロナウイルス感染拡大に伴
う水道料金の負担軽減について

水道料金のうち基本料金の5０パーセント
を減免しました。

あなたの声をまちづくりに
市民の声ボックス

　市民の皆さんからの市政についての意見・提案をまちづくりに生
かすため、市民の声ボックスを設置しています。

物秘書広報課☎奮３７３

紙・布は資源の日に出しましょう

※�紙・布類の収集は、市が行っている資源ごみ収集のほか、町会・
自治会や子ども会などが集団回収を行っている地域もあります。

分別して燃えるごみを減らしましょう分別して燃えるごみを減らしましょう
ペットボトルの出し方
①ラベル、キャップを取り外し、中をすすぎ、水切りをする。
②�ペットボトルをつぶしてから回収用ネット袋にペットボトルのみ
を入れる。

※資源にならないもの（燃えるごみに出してください）
　「ＰＥＴ」のマークが付いていないもの、「プラ」のマ
ークが付いているもの、食品油、シャンプー、洗剤の
容器など。

　１０月は食品ロス削減推進月間です。
　まだ食べることができる食べ物が捨てられている状況を「食
品ロス」といい、野菜の皮の厚むきや賞味期限切れで食べずに
捨ててしまうこと、食べ残しなどが含まれます。食材の購入か
ら調理・片付けまでを意識し、食品ロスを減らしましょう。

食品ロスを減らしましょう！食品ロスを減らしましょう！

昨年度の声（投書）の内容など
　令和2年度に市に寄せられた投書は４73件（のべ5８2件）でした。投
書内容は、表１のとおりで、希望のあった279件の投書に回答しました。
　また、市民の声ボックスに提案・要望された事業などについての
主な実施状況は表2のとおりです。


